
首都圏近郊緑地保全法
（昭和４１．６．３０）最近改正 平成２９．５．１２ 法２６号

１．近郊緑地保全区域の管理協定の効力
（１）管理協定

地方公共団体又は緑地管理機構は、近郊緑地保全区域内の近郊緑地保全のため、土地の所有者等と一定事項につ

いて近郊緑地の管理協定を締結し、管理を行うことができます（法第８条）。

地方公共団体が協定を締結したとき、又は都県知事が協定を認可したときは、その旨を公告することになってい

ます（法第１１条）。

（２）制限の内容（法第１３条）

公告のあった管理協定については、その後土地の所有者等となった者に対しても、協定の効力が及びます。

２．確認方法（法第１１条）
地方公共団体又は都県知事は、当該管理協定の写しをそれぞれの事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、

管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならないとされています。
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